
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メーリングリストに登録された ユーザからの電子メールを受信する電子メール
受信手段と、
　 ユーザが使用する電子メール受信装置に前記電子メールの

処理に係る判断をさせるための知識レベルパラメータを ユー
ザの知識レベルに応じて演算する知識パラメータ生成手段と、
　前記電子メールの送信元であ ーザについて前記知識パラメータ生成手段によって演
算された前記知識レベルパラメータを、前記電子メール受信手段で受信された電子メール
に付加する知識レベルパラメータ付加手段と、
　 ユーザの知識レベルパラメータが付加された前記電子メールを前記メーリング
リストに登録された各ユーザに同報送信する電子メール送信手段と、
　を備えたものであることを特徴とするサーバコンピュータ。
【請求項２】
　前記メーリングリストに登録された各ユーザの発言回数、各ユーザの発言が引用された
回数および前記メーリングリストへの加入期間の少なくとも一つに基づいて前記各ユーザ
の知識レベルパラメータを算出および更新の演算をする知識レベルパラメータ演算手段を
更に備えたものであることを特徴とする請求項１記載のサーバコンピュータ。
【請求項３】
　前記知識レベルパラメータ付加手段は、前記電子メールのヘッダにこの電子メールの送
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信元であ ーザの知識レベルパラメータを付加するものであることを特徴とする請求項
１又は２記載のサーバコンピュータ。
【請求項４】
　メーリングリストに登録されたユーザから送信される電子メールに送信元の前記ユーザ
の知識レベルに応じて知識レベルパラメータを算出して前記電子メールに付加するサーバ
コンピュータから、前記知識パラメータが付加された前記電子メールを受信する電子メー
ル受信手段と、
　前記電子メール受信手段で受信された電子メールに付加されている知識レベルパラメー
タで示される知識レベルが予め設定したレベルよりも低い場合、この電子メールを削除す
る電子メール削除手段と、
　を備えたものであることを特徴とする電子メール受信装置。
【請求項５】
　メーリングリストに登録されたユーザから送信される電子メールに送信元の前記ユーザ
の知識レベルに応じて知識レベルパラメータを算出して前記電子メールに付加するサーバ
コンピュータから、前記知識パラメータが付加された前記電子メールを受信する電子メー
ル受信手段と、
　前記電子メール受信手段で受信された電子メールに付加されている知識レベルパラメー
タで示される知識レベルが予め設定したレベルよりも低い場合、電子メール受信リスト中
におけるこの電子メールの表示形態を他の電子メールと異ならせて表示する表示手段と、
　を備えたものであることを特徴とする電子メール受信装置。
【請求項６】
　メーリングリストに登録されたユーザから送信される電子メールに送信元の前記ユーザ
の知識レベルに応じて知識レベルパラメータを算出して前記電子メールに付加するサーバ
コンピュータから、前記知識パラメータが付加された前記電子メールを受信する電子メー
ル受信手段と、
　前記電子メール受信手段で受信された電子メールに付加されている知識レベルパラメー
タで示される知識レベルが予め設定したレベルよりも低い場合、電子メール受信リスト中
におけるこの電子メールを非表示とする表示手段と、
　を備えたものであることを特徴とする電子メール受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のユーザ間で電子メールのやり取りをするシステムであるメーリングリス
トに使用されるサーバコンピュータおよび各ユーザがこの電子メールを受信するための電
子メール受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、電子メールを使ったインターネットの活用の一つとしてメーリングリストとい
うシステムがある。メーリングリストはある特定の分野（例えばコンピュータのプログラ
ミング言語）に興味を持っているユーザが集まることにより構成される。メーリングリス
トによれば、そのメーリングリストに登録されているユーザが特定のあて先（つまり、メ
ーリングリストサーバ）に電子メールを送信すると、このメールはそのメーリングリスト
に登録されている各ユーザに送られ、もし送られてきたメールに対して返信するとそのメ
ールも各ユーザに送信される。このためメーリングリストを利用すると、一対一でメール
の交換をする通常の電子メールシステムと異なり、複数人同士でメールのやり取りができ
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
メーリングリストの対象分野について上級レベルの知識を持つユーザ（以下、上級ユーザ
という）と、ほとんど知識を持たない初級レベルのユーザ（以下、初級ユーザという）と
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が同じメーリングリストに所属すると、ユーザによってメールの内容のレベルに大きな差
が生じる。上級ユーザにとって、初級ユーザのメールの内容は常識的なことが多いので有
益とはならない。よって、初級ユーザからのメールが続くと上級ユーザの中には攻撃的な
返信メールを送信したり、メーリングリストを脱会したりする者がいる。上級ユーザはメ
ーリングリストへの貢献が大きいため、上級ユーザの脱会はメーリングリストにとって大
きな損失となり、メーリングリストが活性化しなくなる。
【０００４】
上級ユーザのこのような不満を解消するため、メーリングリストに規則を設けレベルの低
い内容のメールを送信してはならないとすることもできる。しかし、これでは初級ユーザ
にとってメーリングリストは敷居の高いものとなり、メーリングリストへメールを送信す
ることに消極的となるので、メーリングリストが活性化しない。
【０００５】
これらの問題を解決するために、ひとつのメーリングリストをレベル別に複数のメーリン
グリストに分けることも考えられる。しかしながら、通常は一人のユーザは、同じ内容の
メーリングリストには１つしか加入しない。このため、初級ユーザは初級用メーリングリ
ストに、上級ユーザは上級用メーリングリストに閉じこもり、初級ユーザは上級ユーザと
交流することができない。そのため初級ユーザは上級ユーザとの交流による自己のレベル
アップを図ることができず、一方、上級ユーザはいつも同じような相手としか交流できず
新鮮味がなくなってしまい、メーリングリストの活性化を図ることができない。
【０００６】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたもので、メーリングリストの活性化を図ること
ができるサーバコンピュータおよびこのサーバから配信された電子メールを受信する電子
メール受信装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るサーバコンピュータは、メーリングリストに登録された ユーザか
らの電子メールを受信する電子メール受信手段と、 ユーザが使用する電子メール
受信装置に前記電子メールの 処理に係る判断をさ
せるための知識レベルパラメータを ユーザの知識レベルに応じて演算する知識パ
ラメータ生成手段と、前記電子メールの送信元であ ーザについて前記知識パラメータ
生成手段によって演算された前記知識レベルパラメータを、前記電子メール受信手段で受
信された電子メールに付加する知識レベルパラメータ付加手段と、 ユーザの知識
レベルパラメータが付加された前記電子メールを前記メーリングリストに登録された各ユ
ーザに同報送信する電子メール送信手段と、を備えたものであることを特徴とする。
【０００８】
本発明に係るサーバコンピュータによれば、メーリングリストに登録されたユーザからの
電子メールに、知識レベルパラメータ付加手段により送信元（つまりこの電子メールを送
信したユーザ）の知識レベルパラメータを付加し、この送信元の知識レベルパラメータが
付加された電子メールをメーリングリストに登録された各ユーザに同報送信している。し
たがって、各ユーザに電子メールを送信したユーザの知識レベルパラメータを伝送するこ
とできる。
【０００９】
本発明に係るサーバコンピュータは、メーリングリストに登録された各ユーザの発言回数
、各ユーザの発言が引用された回数およびメーリングリストへの加入期間の少なくとも一
つに基づいて各ユーザの知識レベルパラメータを算出および更新の演算をする知識レベル
パラメータ演算手段を更に備えるようにしてもよい。
【００１０】
これによれば、客観的データを基にして各ユーザの知識レベルパラメータを演算するので
、各ユーザの知識レベルを客観的に演算することができる。一般に各ユーザは自己の知識
レベルパラメータを向上させたいと考える。よって、特に発言回数を基にして知識レベル
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パラメータを演算すると、各ユーザはメーリングリストに積極的に電子メールを送信する
ようになるので、メーリングリストを活性化させることができる。
【００１１】
本発明に係るサーバコンピュータの知識レベルパラメータ付加手段は、例えば電子メール
のヘッダにこの電子メールの送信元であるユーザの知識レベルパラメータを付加するもの
である。
【００１２】
これによれば、各ユーザの端末に表示される電子メール受信リスト中に電子メールを送信
したユーザの知識レベルパラメータを表示させることができる。よって、各ユーザは受信
した電子メールの本文を開けることなく、電子メールを送信したユーザの知識レベルパラ
メータを知ることができるので、知識レベルパラメータに応じた自動処理を行うことが可
能となる。
【００１３】
本発明に係る第１の電子メール受信装置は、メーリングリストに登録されたユーザから送
信され、このユーザの知識レベルパラメータが付加されている電子メールを受信する電子
メール受信手段と、電子メール受信手段で受信された電子メールに付加されている知識レ
ベルパラメータで示される知識レベルが予め設定したレベルよりも低い場合、この電子メ
ールを削除する電子メール削除手段と、を備えたものであることを特徴とする。
【００１４】
本発明に係る第１の電子メール受信装置によれば、電子メール受信手段で受信された電子
メールに付加されている知識レベルパラメータで示される知識レベルが予め設定したレベ
ルよりも低い場合、電子メール削除手段によりこの電子メールを削除、つまり自動的に削
除されるので、レベルの低い電子メールを各ユーザが排除する手間を省くことができる。
【００１５】
本発明に係る第２の電子メール受信装置は、メーリングリストに登録されたユーザから送
信されこのユーザの知識レベルパラメータが付加されている電子メールを受信する電子メ
ール受信手段と、電子メール受信手段で受信された電子メールに付加されている知識レベ
ルパラメータで示される知識レベルが予め設定したレベルよりも低い場合、電子メール受
信リスト中におけるこの電子メールの表示形態を他の電子メールと異ならせて表示する表
示手段と、を備えたものであることを特徴とする。
【００１６】
本発明に係る第２の電子メール受信装置によれば、電子メール受信手段で受信された電子
メールに付加されている知識レベルパラメータで示される知識レベルが予め設定したレベ
ルよりも低い場合、表示手段に表示される電子メール受信リストにおいて、この電子メー
ルの表示形態を他の電子メールと異ならせることができるので、各ユーザに注意を喚起す
ることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の一実施形態（以下、本実施形態という）に係るサーバコン
ピュータについて説明する。図１は本実施形態に係るメーリングリストの概要を示す図で
あり、まず、図１を用いて本実施形態の概要を説明する。メーリングリストには様々な対
象分野があり、コンピュータ関連を例にすれば例えばプログラミング言語、コンピュータ
ウィルス対策のメーリングリストがある。各人が希望する対象分野のメーリングリストに
予め登録することにより、そのメーリングリストのユーザになることができる。
【００１８】
例えばユーザＡがメーリングリストの各ユーザに対して発言するために、自己の端末（コ
ンピュータや携帯端末など）から電子メールをサーバ１に送信したとする。サーバ１はこ
の電子メールを各ユーザ、つまりメーリングリストに登録されている全ユーザ（この場合
はユーザＡ、ユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤ、・・・）に同報的に配信する通常のサーバ
コンピュータとしてのサービスをする際に次の処理をする。サーバ１は、この配信する電
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子メールのヘッダに電子メールの送信元であるユーザ（上記の場合はユーザＡ）の知識レ
ベルパラメータを付加して、その電子メールを各ユーザに同報的に配信する。
【００１９】
ここで、知識レベルパラメータとは、そのメーリングリストの対象分野に関する知識レベ
ルを各ユーザ別に数値化したデータであり、各ユーザに電子メールを配信するために各ユ
ーザからサーバ１に送信された各ユーザの電子メールの送信回数（発言回数）等に基づい
て演算される。
【００２０】
よって、本実施形態によれば、各ユーザは電子メールを送信したユーザの知識レベルパラ
メータを基にして自己の好まない知識レベルのユーザからの電子メールを開かない（読ま
ない）処理や受信拒否の処理等が可能となる。このため、本実施形態によれば、初級ユー
ザの電子メールを疎いと感じる上級ユーザからの攻撃的な返信メールや上級ユーザのメー
リングリストの脱会、初級ユーザが上級ユーザに遠慮して電子メールの送信をためらう等
を防止できるので、メーリングリストを活性化することができる。
【００２１】
次に、本実施形態に係るサーバコンピュータ１の構成を説明する。図２はこの構成を示す
ブロック図である。サーバ１は、ユーザの端末から送信された電子メールを受信する電子
メール受信手段３と、電子メールを各ユーザに同報的に配信するための処理をする電子メ
ール処理手段５と、電子メールを各ユーザの端末に同報的に送信する電子メール送信手段
７と、各ユーザの知識レベルパラメータを格納する知識レベルパラメータデータベース（
以下知識レベルパラメータＤＢという）９と、各ユーザの知識レベルパラメータを算出お
よび更新の演算をする知識レベルパラメータ演算手段１１と、各ユーザの知識レベルパラ
メータを演算するための基礎となる情報を格納する基礎情報データベース（以下基礎情報
ＤＢという）１３と、サーバ１が管理するメーリングリストに登録されているユーザのメ
ールアドレスを格納するメーリングリスト１４と、を備える。
【００２２】
電子メール受信手段３は通信インターフェースを含み、メーリングリストに登録された各
ユーザに電子メールを同報的に配信するために、各ユーザからインターネットや専用回線
などのネットワークを通じて送信された電子メールを受信する。電子メール処理手段５は
、電子メール受信手段３により受信された電子メールにメーリングリスト１４から取り出
された各ユーザ別のメールアドレスを付加する処理などの各種処理をして、各ユーザにそ
の電子メールが配信されるようにする。電子メール処理手段５は、上記電子メールのヘッ
ダにこの電子メールを送信したユーザの知識レベルパラメータを付加する知識レベルパラ
メータ付加手段１５を含む。電子メール送信手段７は通信インターフェースを含み、電子
メール処理手段５で処理された電子メールを、インターネットや専用回線などのネットワ
ークを通じて各ユーザに同報的に配信する。
【００２３】
知識レベルパラメータＤＢ９には、例えば図３に示すテーブルのように、そのメーリング
リストの対象分野における各ユーザの知識レベルパラメータが数値化されて格納されてい
る。知識レベルパラメータ演算手段１１は、知識レベルパラメータＤＢ９に格納する上記
知識レベルパラメータをユーザ毎に演算する。詳しく説明すると知識レベルパラメータ演
算手段１１は、例えば各ユーザの発言回数、引用回数および加入期間を基礎情報とした所
定の方程式を利用して、そのメーリングリストの対象分野に関する各ユーザの知識レベル
パラメータを算出することにより、各ユーザの知識レベルを数値化する。この値が知識レ
ベルパラメータＤＢ９に格納される。この値は適宜更新される。
【００２４】
ここで発言回数とは各ユーザに電子メールを同報配信するためにサーバ１に送信した電子
メールの送信回数のことであり、この数が多いほど積極的に発言していることになる。引
用回数とは他のユーザの電子メールで引用された回数であり、例えばすでに配信された電
子メールに対する返事としてサーバ１に送信された電子メールの送信回数である。例えば
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ユーザ間で話題となるような内容の電子メールを送信するとその電子メールに対する返信
電子メールが各ユーザに配信される。引用回数は電子メールのヘッダ中の In-Reply-Toを
検出し、カウントすることによっても求められる。加入期間とは各ユーザがそのメーリン
グリストに加入している期間である。 In-Reply-Toには、メールを一意に識別するＩＤが
付いており、そのメールがどのメールへの返信かは、 In-Reply-Toを調べれば分かる。
【００２５】
本発明者によれば、発言回数、引用回数および加入期間がそのメーリングリストの対象分
野に関する知識レベルと相関関係にあり、これらの値が大きいほど知識レベルが高い傾向
にあり、小さいほど知識レベルが低い傾向にある、ことが分かった。よって、これらを基
にすると知識レベルパラメータを客観的に演算することができる。このなかでも発言回数
が知識レベルを知る上で最も重要なことを見出した。したがって、引用回数や加入期間よ
りも発言回数に重要度を置いて知識レベルパラメータを演算するのが好ましい。
【００２６】
なお、本実施形態では発言回数、引用回数および加入期間の三つを用いて知識レベルパラ
メータを演算しているが、これらのうち少なくとも一つを用いて演算してもよい。また、
知識レベルパラメータは、各ユーザがこれまでメーリングリストへ送信した電子メール中
のワード数を基に演算することもできる。すなわち、ワード数の多いユーザほど積極的に
発言しているので知識レベルが高い傾向にあり、一方、ワード数が少ないユーザは知識レ
ベルが低い傾向にある。
【００２７】
基礎情報ＤＢ１３には、例えば図４のテーブルに示すように、各ユーザの発言回数、引用
回数、加入期間のデータが格納されている。発言回数および引用回数は電子メール処理手
段５により抽出され、基礎情報ＤＢ１３に格納される。加入期間はそのユーザの加入年月
日を基にしてサーバコンピュータ１により演算され、基礎情報ＤＢ１３に格納される。
【００２８】
なお、電子メール受信手段３、電子メール処理手段５、電子メール送信手段７および知識
レベルパラメータ演算手段１１の機能は、例えば各種プロセッサ（ＣＰＵ、ＭＰＵ）やＡ
ＳＩＣと所定のプログラムとにより実現することができる。知識レベルパラメータＤＢ９
、基礎情報ＤＢ１３およびメーリングリスト１４の機能は、情報を記憶することができる
もの、例えばハードディスク、ＥＥＰＲＯＭのような半導体メモリにより実現することが
できる。
【００２９】
次に、本実施形態に係るサーバコンピュータの動作の一例を説明する。図５はこれを説明
するためのフローチャートである。まず、図１に示す本実施形態に係るサーバ１は、その
メーリングリストにおいて各ユーザに電子メールを配信するためにサーバ１に送信された
各ユーザの電子メールの発言回数や引用回数、及び各ユーザのそのメーリングリストの加
入期間に基づいて、知識レベルパラメータを予め各ユーザ別に演算する。これは図２の基
礎情報ＤＢ１３に格納されたデータに基づいて知識レベルパラメータ演算手段１１により
演算することにより達成される。そして、演算された数値は知識レベルパラメータＤＢ９
に格納される（ステップＳ１）。
【００３０】
次に、図１に示す例えばユーザＡがサーバ１に電子メールを送信する（ステップＳ３）。
この電子メールは図２に示す電子メール受信手段３に受信され、電子メール処理手段５に
送られる。電子メール処理手段５はその電子メールをユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤ、・
・・等の各ユーザに配信するための処理をする。この処理の過程において電子メール処理
手段５の知識レベルパラメータ付加手段１５は知識レベルパラメータＤＢ９にアクセスし
て電子メールの送信元（この場合はユーザＡ）の知識レベルパラメータを取り出す処理を
し、電子メールのヘッダにその知識レベルパラメータを付加する（ステップＳ５）。
【００３１】
図６は電子メールのヘッダに知識レベルパラメータを付加する処理がなされた電子メール
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のテキストの一部を示す図である。図６中の「 X-Knowledge　 Parameter： 10」が電子メー
ルを送信したユーザの知識レベルパラメータを示すコードであり、この例では数値１０が
知識レベルパラメータである。このようにヘッダには「 X-」に続けて任意のテキストを挿
入することができるので、知識レベルパラメータを容易に付加することができる。
【００３２】
なお、本実施形態において基礎情報ＤＢ１３に格納された電子メールを送信したユーザの
データに基づいて知識レベルパラメータ演算手段１１でそのユーザの知識レベルパラメー
タを演算して、その値を知識レベルパラメータ付加手段１５により電子メールのヘッダに
付加してもよい。このようにすれば知識レベルパラメータＤＢ９を設ける必要がなくなる
。また、知識レベルパラメータを知識レベルパラメータ演算手段１１で演算せずに、サー
バ１の外部から知識レベルパラメータＤＢ９に書き込んでもよい。また、ヘッダに知識レ
ベルパラメータを付加せずに電子メールの本文に付加してもよい。
【００３３】
次に、ヘッダに知識レベルパラメータが付加された電子メールは、電子メール送信手段７
によりユーザＢ、ユーザＣ、ユーザＤ、・・・等の各ユーザの端末に配信される（ステッ
プＳ７）。そして、この配信された電子メールの受信リストが各ユーザのコンピュータの
端末に表示される。（ステップＳ９）。
【００３４】
図７はユーザの端末に表示された電子メールの受信リストの例を示している。これはユー
ザＤの端末に表示されたものである。送信ユーザ欄には電子メールの送信元であるユーザ
のメールアドレスが表示され、件名欄には送信ユーザの電子メールの件名が表示され、送
信ユーザ知識レベル欄には送信ユーザの知識レベルパラメータが数値化されて表示され、
受信日時欄には送信ユーザから送信された電子メールの受信日時が表示されている。
【００３５】
ここで、ユーザＤは送信ユーザ知識レベル欄の数値に基づいて送信ユーザの知識レベルパ
ラメータを判断し、そのメールを開く（メールの内容を読む）か否かの選択をすることが
できる。例えば図３に示すようにユーザＤ（山本Ｉ郎）の知識レベルパラメータは他のユ
ーザに比べて高い。このためユーザＤは送信ユーザの知識レベルパラメータが１０や５０
のような初級や中級のユーザからの電子メールを疎いと感じれば開くことなく廃棄するこ
ともできるし、初級や中級のユーザに知識伝達を好めば開けることもできる。よって、本
実施形態によれば上級ユーザにとって初級ユーザのメール閲覧拒否ができるため、上級者
の攻撃的な返信メールや上級ユーザのメーリングリストの脱会を防ぐことができ、メーリ
ングリストの活性化を図ることができる。
【００３６】
一方、この閲覧拒否のシステムにより、初級ユーザは上級ユーザに遠慮することなくメー
リングリストにメールを送信することができるので、この点からもメーリングリストの活
性化が図れる。また、上級ユーザのメールの内容は難しいことが多いので、初級や中級の
ユーザは上級ユーザの電子メールを開けることなく廃棄することができるし、興味があれ
ば開けることもできる。
【００３７】
また、本実施形態では、メーリングリストに登録された各ユーザに電子メールを配信する
ために各ユーザからサーバ１に送信された電子メール（例えば各ユーザの発言回数）に基
づいて、各ユーザについての知識レベルパラメータを演算している。一般に各ユーザは自
己の知識レベルを向上させたいと考える。知識レベルパラメータを上記のようにして演算
することにより、各ユーザは積極的にメーリングリストに発言するので、メーリングリス
トの活性化を図ることができる。
【００３８】
なお、各ユーザの端末（コンピュータや携帯端末など）にインストールされる電子メール
ソフトの設定により、知識レベルパラメータの数値を表示する代わりに、知識レベルパラ
メータが所定値以上を上級ユーザ、所定値以下を初級ユーザ、その間を中級ユーザ、と端
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末に表示することもできる。そして、ユーザのレベルは三段階に限られず、二段階に分け
てもよいし、四段階以上に分けてもよい。
【００３９】
なお、本実施形態に係るサーバコンピュータ１において、知識レベルパラメータ付加手段
１５は、各ユーザに送信する電子メールのヘッダに、知識レベルパラメータＤＢ９に格納
された各ユーザの知識レベルパラメータを付加するようにしてもよい。このようにすれば
、電子メールを配信される各ユーザの端末には、電子メールを送信したユーザの知識レベ
ルパラメータに加えて自己の知識レベルパラメータが伝送される。
【００４０】
例えば、図１に示すユーザＡがサーバコンピュータ１に電子メールを送信した場合、ユー
ザＢに配信される電子メールのヘッダにはユーザＡ，Ｂの知識レベルパラメータが付加さ
れ、ユーザＣに配信される電子メールのヘッダにはユーザＡ，Ｃの知識レベルパラメータ
が付加され、ユーザＤに配信される電子メールのヘッダにはユーザＡ，Ｄの知識レベルパ
ラメータが付加される。そして、例えばユーザＤの端末には図８のような受信リストが表
示される。図８の受信リストの表示と図７のそれとの違いは、図８には受信ユーザの知識
レベルパラメータが数値化されて表示される受信ユーザ知識レベル欄が設定されている点
である（この例ではユーザＤの知識レベルパラメータが表示されている）。
【００４１】
よって、各受信ユーザは送信ユーザの知識レベルパラメータを自己の知識レベルパラメー
タと比較することにより、送信ユーザの知識レベルを判断することができる。この結果、
各受信ユーザは送信ユーザの知識レベルの正確な判断が可能となる。特に、本実施形態で
は各ユーザの知識レベルパラメータは発言回数、引用回数および加入期間に基づいて演算
するので、知識レベルパラメータは時間の経過とともに変化する。このため、各ユーザは
自己の知識レベルを把握することができない場合がある。本実施形態のように送信ユーザ
の知識レベルの他に受信ユーザ自身の知識レベルを表示すれば、受信ユーザにとって使い
勝手のよいものとなる。
【００４２】
次に、本実施形態に係る電子メール受信装置を説明する。この電子メール受信装置は電子
メールを受信する各ユーザの端末（コンピュータや携帯端末など）に装備されていてもよ
いし、これらとは別個にされていてもよい。
【００４３】
図９は本実施形態に係る電子メール受信装置１７の一例の構成を示すブロック図である。
電子メール受信装置１７は、サーバコンピュータ１から同報的に送信された電子メールを
受信する電子メール受信手段１９と、この電子メールの送信元であるユーザの知識レベル
を判断する知識レベル判断手段２１と、電子メール受信装置１７のユーザが知識レベルパ
ラメータの値を任意に設定する知識レベル設定手段２３と、電子メール受信手段１９で受
信された電子メールの知識レベルパラメータが知識レベル設定手段２３で予め設定された
知識レベルパラメータよりも低い場合にこの電子メールを削除する電子メール削除手段２
５と、これ以外の電子メールを保存する電子メール保存手段２７と、を備える。
【００４４】
知識レベル判断手段２１は、サーバコンピュータ１から送信され電子メール受信手段１９
で受信された電子メールに付加された送信元（つまりその電子メールを送信したユーザ）
の知識レベルパラメータが、知識レベル設定手段２３で任意に設定された知識レベルパラ
メータよりも低いか否かを判断する。そして、低いと判断された場合、知識レベル判断手
段２１はその電子メールを電子メール削除手段２５に送る。電子メール削除手段２５はそ
の電子メールを削除する処理をする。よって、その電子メールは電子メール受信装置１７
のユーザには届かない。一方、知識レベルパラメータが低いと判断しなかった場合、知識
レベル判断手段２１はその電子メールを電子メール保存手段２７に送る。電子メール受信
装置１７のユーザはその電子メールを開けることが可能となる。
【００４５】
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以上のように、本実施形態に係る電子メール受信装置１７によれば、予め設定した知識レ
ベルパラメータより低い知識レベルパラメータのユーザからの電子メールを自動的に削除
できる。これにより、初級ユーザからの電子メールの閲覧をしたくない上級ユーザの手間
を省くことができる。
【００４６】
次に、本実施形態に係る電子メール受信装置の他の例を説明する。図１０はこの装置の構
成を示すブロック図である。図９に示す電子メール受信装置１７の構成要素と同一要素に
ついては同一符号を付すことにより説明を省略する。図１０に示す電子メール受信装置２
９は図９の電子メール受信装置１７の電子メール保存手段２７および電子メール削除手段
２５を備えない替わりに表示手段３１を備えている。表示手段３１には電子メール受信手
段１９で受信された電子メールの受信リストが表示される。
【００４７】
知識レベル判断手段２１により、電子メールの送信元のユーザの知識レベルパラメータが
、知識レベル設定手段２３で任意に設定された知識レベルパラメータよりも低いと判断さ
れた場合、表示手段３１は電子メール受信リスト中におけるこの電子メールの表示形態を
他の電子メールと異なるようにする。異なる表示形態とは例えば赤等のハイライト表示を
することである。
【００４８】
よって、本実施形態に係る電子メール受信装置２９によれば、予め設定した知識レベルパ
ラメータより低い知識レベルパラメータのユーザからの電子メールについて、この電子メ
ールを受信したユーザに注意を喚起することができる。これにより、初級ユーザからの電
子メールの閲覧をしたくない上級ユーザが、この電子メールを開けるのを防止することが
できる。なお、閲覧を望まない知識レベルのユーザからの電子メールを異なる表示形態に
する替わりに、この電子メールを電子メール受信リスト中に表示しないようにしても同様
の効果を達成できる。この電子メールは電子メール受信装置２９に保存されているので、
閲覧を望めばこの電子メールを開くことができる。
【００４９】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明に係るサーバコンピュータによれば、各ユーザに同報的に配信
される電子メールには、この電子メールの送信元であるユーザの知識レベルパラメータが
付加されている。よって、この知識レベルパラメータを基にして、各ユーザは配信された
電子メールを処理することができるので、各ユーザは所望の知識レベルのユーザの電子メ
ールを選択的に閲覧したり、閲覧拒否したりすることができる。この結果、各ユーザは自
己の知識レベルに応じてメーリングリストを利用できるのでメーリングリストの活性化を
図ることができる。
【００５０】
本発明に係る第１の電子メール受信装置によれば、受信された電子メールに付加されてい
る知識レベルパラメータが予め設定したレベルよりも低い場合、この電子メールを削除す
るので、受信したユーザの手間を省くことができる。
【００５１】
本発明に係る第２の電子メール受信装置によれば、受信された電子メールに付加されてい
る知識レベルパラメータが予め設定したレベルよりも低い場合、表示手段に表示される電
子メールリストにおいて、この電子メールの表示形態を他の電子メールと異ならせている
。よって、この電子メールを受信したユーザの注意を喚起することができるので、閲覧を
望まない知識レベルのユーザからの電子メールを誤って開けることを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係るメーリングリストの概要を示す図である。
【図２】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータの構成を示すブロック図である
。
【図３】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータの知識レベルパラメータＤＢに
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格納されたデータの一例を示す図である。
【図４】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータの基礎情報ＤＢに格納されたデ
ータの一例を示す図である。
【図５】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータの動作の一例を説明するフロー
チャートを示す図である。
【図６】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータによって、電子メールのヘッダ
に知識レベルパラメータを付加する処理がなされた電子メールのテキストの一例の一部を
示す図である。
【図７】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータによって配信され、各ユーザの
コンピュータの端末に表示された電子メールの受信リストの一例を示す図である。
【図８】　本発明の一実施形態に係るサーバコンピュータによって配信され、各ユーザの
コンピュータの端末に表示された電子メールの受信リストの他の例を示す図である。
【図９】　本発明の一実施形態に係る電子メール受信装置の構成を示すブロック図である
。
【図１０】　本発明の他の実施形態に係る電子メール受信装置の構成を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
１・・・サーバコンピュータ
３・・・電子メール受信手段
５・・・電子メール処理手段
７・・・電子メール送信手段
９・・・知識レベルパラメータデータベース
１１・・・知識レベルパラメータ演算手段
１３・・・基礎情報データベース
１４・・・メーリングリスト
１５・・・知識レベルパラメータ付加手段
１７・・・電子メール受信装置
１９・・・電子メール受信手段
２１・・・知識レベル判断手段
２３・・・知識レベル設定手段
２５・・・電子メール削除手段
２７・・・電子メール保存手段
２９・・・電子メール受信装置
３１・・・表示手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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